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諮問日：令和６年６月１８日（令和６年度（個）諮問第４号）     

答申日：令和６年１２月１８日（令和６年度（個）答申第９号） 

件 名：釧路地方裁判所における申出人の特定期間の超過勤務の状況が分かる資料

に記録された保有個人情報の一部不開示の判断に関する件 

答   申   書 

第１ 委員会の結論 

別紙１記載のとおりの苦情申出人に係る保有個人情報（以下「本件対象個人

情報」という。）の開示の申出に対し、釧路地方裁判所長が、別紙２記載の各

文書（以下「本件対象文書」という。）を対象文書として特定し、その一部を

不開示とした判断（以下「原判断」という。）は、妥当である。 

第２ 事案の概要 

本件は、裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱（以下

「取扱要綱」という。）記第４に定める開示の申出に対し、釧路地方裁判所長

が令和６年１月２２日付けで原判断を行ったところ、取扱要綱記第８の１に定

める苦情が申し出られ、取扱要綱記第８の２に定める諮問がされたものである。 

第３ 苦情申出人の主張の要旨 

黒塗り部分の全てにつき、不開示事由に該当しない。  

本開示申出は、令和４年９月５日の開示申出から令和６年１月２２日という

長期間にわたり開示期限延長を繰り返した末、開示されたものである。このよ

うな開示期限延長は延長権の濫用であり、全面的不開示と同視できる。苦情申

出人は、開示を受け、内容を精査の上、公務災害補償請求の資料として利用す

る予定であったが、延長繰り返しで苦情申出人が何もできない間に、最高裁判

所事務総長から令和５年特定月日付けで特定結果通知がされた。開示までの期

間は事案によって異なるとはいえ、開示期限の延長繰り返しは常態化しており

制度が機能していない。情報公開・個人情報保護審査委員会におかれては、こ

うした点についても言及してほしい。 
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第４ 最高裁判所事務総長の説明の要旨 

１ 釧路地方裁判所は、本件対象文書に記録された苦情申出人に係る情報を本件

対象個人情報として特定し、そのうち苦情申出人以外の者の印影が記載された

部分を個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）７８条１項２号に

相当する不開示情報に相当することから、不開示とする判断を行った。 

 ２ 苦情申出人は、開示された文書の黒塗り部分が不開示事由に該当しない旨主

張しているが、苦情申出人以外の者の印影が記載された部分を不開示とした理

由は上記のとおりである。 

第５ 調査審議の経過 

   当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。 

  ① 令和６年６月１８日  諮問の受理 

  ② 同日         最高裁判所事務総長から理由説明書を収受 

  ③ 同年１０月１８日   本件対象文書の見分及び審議 

  ④ 同年１１月１５日   審議 

⑤ 同年１２月１３日   審議 

第６ 委員会の判断の理由 

１ 本件対象文書を見分した結果によれば、原判断で不開示とした部分（以下

「本件不開示部分」という。）には、苦情申出人以外の裁判所職員の印影があ

ることが認められる。 

裁判所職員の印影は、法７８条１項２号に規定する個人識別情報と認められ

る。また、当委員会庶務を通じて確認した結果によれば、裁判所においては、

職員の印影について、これが開示された場合には、偽造され悪用されるなどし

て、当該裁判所職員の権利利益を侵害するおそれがあることを踏まえて、公表

しない扱いとしているものと認められ、慣行として公にされ、又は公にするこ

とが予定されている情報（同号ただし書イ）に当たるとはいえない。さらに、

裁判所職員の印影が、同号ただし書ロに掲げる情報に当たる事情があるとはい
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えないし、当該裁判所職員の職務遂行に係る情報に含まれるものであるとして

も、当該裁判所職員の職及び職務遂行の内容に係る情報ではないから、同号た

だし書ハに掲げる情報に当たるともいえない。したがって、裁判所職員の印影

については、法７８条１項２号の情報に当たり、同号ただし書イからハまでに

掲げる情報に相当する事情もないから、不開示情報に相当するというべきであ

る。 

２ 苦情申出人は、開示申出から不開示通知に至るまで１年５か月以上を要した

点について、延長権の濫用であり、全面的不開示と同視できる旨述べて、処理

が不当である旨主張するが、同主張は原判断の当否に関する苦情には当たらな

い。 

なお、この点について付言すると、当委員会庶務を通じて確認した結果によ

れば、釧路地方裁判所及び釧路家庭裁判所においては、本件保有個人情報開示

申出を含む関連する保有個人情報開示申出を各１件ずつ（申出内容はそれぞれ

３件ずつ）、これらと内容を同じくする司法行政文書開示申出を各１件ずつ、

苦情申出人からのその他の保有個人情報開示申出及び司法行政文書開示申出を

両庁合計で１４件（申出内容は両庁合計で４２件）受けており、釧路地方裁判

所及び釧路家庭裁判所において、これらの開示申出のそれぞれについて、申出

事項の整理、対象文書の特定及び不開示部分の検討を並行して行う必要があっ

たほか、本件及び本件と同日に開示通知書を発出した保有個人情報開示申出に

ついて、対象文書がそれぞれ多量に上ったことにより、不開示部分の検討に更

に時間を要したことが認められた。これらの事実に照らせば、釧路地方裁判所

において、迅速な処理がされたとはいえないが、事務処理に時間を要する事情

もうかがうことができ、一連の作業を遂行する上で相応の時間を費やしたこと

にやむを得ない面もあったものと認められる。 

３ 以上のとおり、原判断については、本件不開示部分が法７８条１項２号に規

定する不開示情報に相当すると認められるから、妥当であると判断した。 
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情報公開・個人情報保護審査委員会 

 

委 員 長    髙  橋     滋 

 

委   員    長  戸  雅  子 

 

委   員    川  神     裕 
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別紙１ 

 

令和４年９月５日付け保有個人情報開示申出のうち、令和４年４月から開示申出

日までの間の、苦情申出人の超過勤務の状況が分かる資料（超過勤務命令に関する

記録）、時間外入退庁簿などの保有個人情報 
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別紙２ 

 

１ 超過勤務等命令簿（令和４年４月４日） 

２ 超過勤務等命令簿（令和４年４月５日） 

３ 超過勤務等命令簿（令和４年４月６日） 

４ 超過勤務等命令簿（令和４年４月７日） 

５ 超過勤務等命令簿（令和４年４月８日） 

６ 超過勤務等命令簿（令和４年４月１３日） 

７ 超過勤務等命令簿（令和４年４月１５日） 

８ 超過勤務等命令簿（令和４年４月１９日） 

９ 超過勤務等命令簿（令和４年４月２０日） 

１０ 超過勤務等命令簿（令和４年４月２１日） 

１１ 超過勤務等命令簿（令和４年４月２２日） 

１２ 超過勤務等命令簿（令和４年４月２５日） 

１３ 超過勤務等命令簿（令和４年５月９日） 

１４ 超過勤務等命令簿（令和４年５月１０日） 

１５ 超過勤務等命令簿（令和４年５月１３日） 

１６ 超過勤務等命令簿（令和４年５月１７日） 

１７ 超過勤務等命令簿（令和４年５月１８日） 

１８ 超過勤務等命令簿（令和４年５月１９日） 

１９ 超過勤務等命令簿（令和４年５月２０日） 

２０ 超過勤務等命令簿（令和４年５月２４日） 

２１ 超過勤務等命令簿（令和４年５月２６日） 

２２ 超過勤務等命令簿（令和４年５月３０日） 

２３ 超過勤務等命令簿（令和４年５月３１日） 

２４ 超過勤務等命令簿（令和４年６月２日） 
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２５ 超過勤務等命令簿（令和４年６月６日） 

２６ 超過勤務等命令簿（令和４年６月７日） 

２７ 超過勤務等命令簿（令和４年６月８日） 

２８ 超過勤務等命令簿（令和４年６月１０日） 

２９ 超過勤務等命令簿（令和４年８月３０日） 

３０ 入退庁簿（４月１日） 

３１ 入退庁簿（４月４日） 

３２ 入退庁簿（４月５日） 

３３ 入退庁簿（４月６日） 

３４ 入退庁簿（４月７日） 

３５ 入退庁簿（４月８日） 

３６ 入退庁簿（４月１３日） 

３７ 入退庁簿（４月１４日） 

３８ 入退庁簿（４月１５日） 

３９ 入退庁簿（４月１６日） 

４０ 入退庁簿（４月１８日） 

４１ 入退庁簿（４月１９日） 

４２ 入退庁簿（４月２０日） 

４３ 入退庁簿（４月２１日） 

４４ 入退庁簿（４月２２日） 

４５ 入退庁簿（４月２５日） 

４６ 入退庁簿（５月９日） 

４７ 入退庁簿（５月１０日） 

４８ 入退庁簿（５月１３日） 

４９ 入退庁簿（５月１５日） 

５０ 入退庁簿（５月１６日） 
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５１ 入退庁簿（５月１７日） 

５２ 入退庁簿（５月１８日） 

５３ 入退庁簿（５月１９日） 

５４ 入退庁簿（５月２０日） 

５５ 入退庁簿（５月２２日） 

５６ 入退庁簿（５月２３日） 

５７ 入退庁簿（５月２４日） 

５８ 入退庁簿（５月２６日） 

５９ 入退庁簿（５月２９日） 

６０ 入退庁簿（５月３０日） 

６１ 入退庁簿（５月３１日） 

６２ 入退庁簿（６月１日） 

６３ 入退庁簿（６月２日） 

６４ 入退庁簿（６月４日） 

６５ 入退庁簿（６月６日） 

６６ 入退庁簿（６月７日） 

６７ 入退庁簿（６月８日） 

６８ 入退庁簿（６月１０日） 

６９ 入退庁簿（６月１５日） 

７０ 入退庁簿（６月２８日） 

７１ 入退庁簿（６月３０日） 

７２ 入退庁簿（８月３０日） 

 


